
 

 

 

公民館は皆さんで使用する公共の建物です。 

お互いに気持ちよくご利用いただくために、ご協力をお願いします。 

 

《利用申込方法》 

1. 予約は利用日の 3か月前から 7日前まで受付 

仮予約をした際は 3日以内に使用申請書を代表者が提出 

2. イベントなど、グループに登録されている以外の方も参加する場合は、 

教育委員会宛の申込書を提出し審査後、許可書を発行 

※予約後でも災害や町の行事等で日程・時間・部屋の変更をお願いする 

場合があります。 

 

《注意事項》 

・電話では仮予約となります。 

・1団体１部屋で６名以上での利用とし、概ね３時間以内で使用ください。 

・グループと公民館との連絡事項は、代表者が窓口となってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

軽井沢町中央公民館のご利用について 

 

 

この内容はグループ内の全員に周知してください 登録団体用 

◼ 使用時間を厳守してください。（準備・片付けは使用時間内で行ってください） 

◼ 館内での飲食が可能なスペースは、玄関ホール、料理教室、第 2会議室、それ以

外の場所は禁止とします。 

◼ 使用後は部屋の清掃を行い、照明・冷暖房の電源を切り、机・椅子などの備品を

元に戻してください。 窓口で貸し出されたものは窓口に返却してください。 

◼ ゴミはお持ち帰りください。 

◼ 備品等を破損・紛失した場合は速やかに届け出てください。 

◼ キャンセルの場合は速やかに中央公民館へ連絡してください。 

◼ 著作権法により保護されている楽譜や文章等のコピーの取り扱いは行いません。 

◼ ご利用の事前・事後の荷物のお預かりはいたしません。 

◼ 利用終了後、責任者は「中央公民館使用報告書」をすべて記入し、提出してくだ

さい。 

◼ 館内・敷地内すべて禁煙になっております。 

◼ 公共のスペースですので、大声を出したり、走り回ったりするなどの行為はお控

えください。 

※利用時の注意点 



 

《登録団体の登録方法》 

① 下記の中央公民館団体登録基準のすべてに承諾することを条件に、 

登録団体の申請ができます。 

所定の用紙（2種類）に記入し、公民館窓口に提出してください。 

「登録団体申請書」 

「登録団体調査票」 

 

 

 

 

 

 

 

② 審査後、許可になった団体には登録証を交付します。（2年間有効） 

予約・使用申請書提出の際に掲示してください。 

 

＊団体登録後、登録内容の変更があった場合は、中央公民館に「変更届」を提出 

してください。 

＊登録承認後であっても、ご利用人数が継続して著しく少ないと認められた場合 

は登録を取り消す場合があります。 

＊申請書および登録証の注意事項等を厳守してください。 

 

⚫ 使用時間    平 日    ・・・ 午前９時～午後９時 

         （土）（日）（祝） ・・・ 午前９時～午後５時 

お互いに気持ちよくご利用いただくために、ご協力お願いします。 

⚫ 休 館 日    年末年始（１２月２９日～１月３日） 

※上記の他、臨時に休館する場合もあります 

  ※特にご注意いただきたい点 
① 営利を目的とした利用はできません。 

② 不特定多数の参加を前提とした利用は登録団体として認められません。 

 

  

  

中央公民館団体登録基準 

① 会員が町民か町内勤務者である。 

② 主として中央公民館を利用する。 

③ 特定された会員が 6名以上いて、社会教育（学習文化等）活動をしている。 

④ 公民館使用が営利事業にかかわらない。 

⑤ 特定の政党・宗教団体、もしくは利用により特定の政党・宗教団体に偏しない。 


